
別紙　　

１　利用料 平成２８年７月１日改定

項　目 単　位 １割負担分 ２割負担分 内　容

ア　基本額

　（Ⅰ）　従来型個室 ５７５単位/日 ６０１円/日 １,２０２円/日 要支援１

７１６単位/日 ７４９円/日 １,４９７円/日 要支援２

　（Ⅱ）　多床室（４人部屋） ６０８単位/日 ６３６円/日 １,２７１円/日 要支援１

７６２単位/日 ７９７円/日 １,５９３円/日 要支援２

イ　加算額

　　　夜勤職員配置加算 ２４単位/日 ２５円/日 ５１円/日 厚生労働大臣が定める夜勤職員の勤務条件を満たすもの。

　　　個別リハビリテーション実施加算 ２４０単位/日 ２５１円/日 ５０２円/日

　　　認知症行動･心理症状緊急対応加算 ２００単位/日 ２０９円/日 ４１８円/日

　　　

　　　若年性認知症利用者受入加算 １２０単位/日 １２６円/日 ２５１円/日

　　　送迎加算 １８４単位/片道 １９３円/片道 ３８５円/片道 居宅と事業所との間の送迎を行う場合。

　　　療養食加算 ２３単位/日 ２４円/日 ４８円/日 厚生労働大臣の定める療養食を提供した場合。

　　　緊急時治療管理 ５１１単位/日 ５３４円/日 １,０６８円/日

　　　特定治療

　　サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ １８単位/日 １９円/日 ３８円/日

　　　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
地域単価×介護報酬総単位数（基本単価＋各種加算）×サービス種別加算率
２．７％

利用者負担額

上記額－（上記額×０．９（１円未満切捨て）（１割負担）
上記額－（上記額×０．８（１円未満切捨て）（２割負担）

＊利用者負担額（１割及び２割）の算出方法

　ア＋イ（単位）の計算による１ケ月のサービス合計単位数×１０．４５円＝○○円（１円未満切捨て）

○○円－｛○○円×０．９（１円未満切捨て）｝＝△△円（１割利用者負担額）

○○円－｛○○円×０．８（１円未満切捨て）｝＝△△円（２割利用者負担額）

医科診療報酬点数表に定める点数に１０円を
乗じた額

高齢者の医療の確保に関する法律 第64条第3項に規定されるリハビ
リテーション､処置､手術､麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が
定めるものを除く｡)を行った場合。

介護予防短期入所療養介護利用料金表（利用料その他の費用の額一覧）　　　　

個別リハビテーションを行った場合。

医師が、認知症の行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であり、
緊急利用が適当であると判断し、利用した場合。（７日を限度）

若年性認知症の利用者の方ごとに個別の担当者を定め、その者を中心
に、特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合。

病状が重篤となり救命救急医療が必要となり、緊急的な治療管理として、
投薬、検査、注射、処置等を行った場合。（３日を限度）

介護職員の総数のうち、介護福祉士が６０％以上在籍している場合。

構成労働大臣が定める基準に適合し、都道府県知事に届け
出た事業所がご利用者に対してサービスを提供した場合

＊１０．４５円は、平塚市（５級地）の地域単価



２　居住費及び食費（利用者１０割負担分）

ア　居住費 従来型個室 多床室

第１段階 ４９０円/日 ０円/日

第２段階 ４９０円/日 ３７０円/日

第３段階 １，３１０円/日 ３７０円/日

第４段階 ２，０５５円/日 ４６０円/日

イ　食費 第１段階 １日３食につき

第２段階 １日３食につき

第３段階 １日３食につき

１日３食につき（食材料費及び調理費）

朝食　　４６２円/食　　　昼食　　６６８円/食　　　夕食　　６１７円/食

ウ　おやつ代 　　２０５円/食 おやつ

エ　特別な食事費 実費　　 行事の際や、ご希望に応じて特別な食事の提供にかかる費用

オ　理美容代 　　１，９００円/回 カット

　　５，４００円/回 パーマカット

　　４，５００円/回 カラーカット

カ　日用品費 １５４円/日 別紙参照 

キ　教養娯楽費 実費/回 美術・音楽・園芸・書道・ペーパークラフト・ダンス等　ご希望があった場合

ク　健康管理費 実費　　 インフルエンザ予防接種費等

４　その他の日常生活費等とは区分される費用（利用者１０割負担分）

項　目

　特別な食事費 実費　　

　衣類レンタル代 ６７０円/日

　タオルレンタル代 ２６０円/日 業者委託（㈱柴橋商会）

　牛乳代 ７２円/本

　診断書代 ５，４００円/１通

※　上記以外で購入された物等に関しては、実費を頂きます。

第４段階                 １，７４７円/日

     光熱水費相当

     光熱水費相当

     光熱水費相当

     室料及び光熱水費相当

３００円/日

３９０円/日

６５０円/日

※　利用者負担金は月末で締め、ご利用月の翌月１５日に請求書を郵送、２７日（土・日・祝日等による金融機関が非営業日の場合は、その後の最
　　初の営業日）に、ご指定の口座より引落しさせて頂きます。 ご利用月の翌々月初めに引き落としを確認し、領収書は１５日に郵送いたします。

医療法人財団倉田会　　しんど老人保健施設

金　額 内　容

行事の際や、ご希望に応じて特別な食事の提供にかかる費用

業者委託（㈱柴橋商会）

牛乳・ヨーグルト等

死亡診断書等


